
５ 労働争議に関する状況 
 過去３年間において、労働組合と使用者との間で発生した労働争議の状況をみると、「労働争議があ 

った」2.8％（令和４(2022)年調査3.5％）、「労働争議がなかった」96.7％（同95.5％）となっている。 

 また、過去３年間に「労働争議がなかった」労働組合について、その理由（複数回答 主なもの３つま 

で）をみると、「対立した案件がなかったため」が55.9％（同54.3％）と最も多く、次いで「対立した案 

件があったが話合いで解決したため」36.1％（同38.1％）、「対立した案件があったが労働争議に持ち込む 

ほど重要性がなかったため」10.2％（同11.7％）となっている。（第７表） 

  

第７表 過去３年間における労働争議の有無及び労働争議がなかった理由別割合 

 

（単位：％）令和７(2025)年

1) 2)

100.0 2.8 96.7 (100.0)  ( 55.9) ( 36.1) ( 10.2) ( 6.7) ( 3.5) ( 3.2) ( 6.9) ( 4.7) ( 0.7) ( 2.1)

5,000 人 以 上 100.0 2.0 97.5 (100.0)  ( 59.6) ( 35.2) ( 6.9) ( 1.4) ( 1.5) ( 3.6) ( 4.4) ( 8.5) ( 0.2) ( 2.4)

1,000 ～ 4,999 人 100.0 3.6 95.8 (100.0)  ( 56.8) ( 32.9) ( 7.9) ( 5.0) ( 2.6) ( 1.6) ( 3.8) ( 9.5) ( 0.8) ( 1.7)

  500 ～   999 人 100.0 1.7 97.1 (100.0)  ( 58.8) ( 33.6) ( 14.4) ( 6.1) ( 2.2) ( 0.6) ( 7.8) ( 3.2) (    -) ( 3.1)

  300 ～   499 人 100.0 2.1 97.9 (100.0)  ( 57.5) ( 41.2) ( 16.4) ( 12.7) ( 4.0) ( 3.9) ( 7.2) ( 1.1) ( 1.1) ( 1.3)

  100 ～   299 人 100.0 4.0 95.8 (100.0)  ( 44.4) ( 43.4) ( 15.9) ( 11.2) ( 7.1) ( 5.8) ( 11.2) ( 0.3) ( 1.6) ( 2.7)

   30 ～    99 人 100.0 2.5 96.4 (100.0)  ( 63.1) ( 28.4) ( 1.9) ( 9.5) ( 4.4) ( 3.1) ( 9.3) (    -) (    -) ( 0.6)

100.0 2.9 96.5 (100.0) ( 56.6) ( 35.7) ( 10.2) ( 6.6) ( 3.4) ( 2.9) ( 6.8) ( 4.8) ( 0.6) ( 2.0)
100.0 3.9 95.7 (100.0) ( 54.3) ( 38.1) ( 12.4) ( 9.8) ( 5.4) ( 3.0) ( 10.3) ( 0.3) ( 1.0) ( 1.4)
100.0 2.1 97.2 (100.0) ( 58.5) ( 33.8) ( 8.2) ( 4.0) ( 1.7) ( 2.9) ( 3.9) ( 8.6) ( 0.3) ( 2.6)
100.0 - 98.1 (100.0) ( 37.7) ( 37.7) ( 1.9) ( 7.5) ( 3.8) ( 9.4) ( 9.4) ( 11.3) ( 1.9) ( 5.7)
100.0 1.6 98.4 (100.0) ( 51.8) ( 42.2) ( 16.3) ( 7.5) ( 5.6) ( 5.6) ( 7.3) ( 0.3) ( 0.4) ( 1.6)

100.0 3.5 95.5 (100.0)  ( 54.3) ( 38.1) ( 11.7) ( 7.7) ( 3.1) ( 2.4) ( 6.5) ( 4.9) ( 0.9) ( 2.7)

注：過去３年間とは、令和４(2022)年７月１日から令和７(2025)年６月30日までをいう。

　　 (    ) 内は、労働争議がなかった労働組合に対する割合である。
　　1)　労働争議の有無「不明」を含む。

　　2)　労働争議がなかった理由「不明」を含む。
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